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公益社団法人白河法人会 個人情報保護に関する基本方針 
 

公益社団法人白河法人会（以下「本会」という。）は、「個人情報保護に関する法律」

に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を

適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。 

 

１．個人情報の取得 

  本会は、個人情報の利用目的を明らかにし、適正かつ公正な手続きによって取得し

た情報を取扱います。 

 

２．利用目的及び保護 

本会は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で本会の事業の遂行のために利用し

ます。 

また、利用目的を遂行するために業務委託をする場合並びに法令等の定めに基づく

場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合を除いて、個人情報

を第三者へ提供することは致しません。 

【利用目的】 

（１）税法・税務等に関する研修会・講演会・セミナー等の実施及びその案内等の 

提供 

（２）税務等に関する相談の実施及びその案内等の提供 

（３）税法・税務等の普及広報のための広報誌・機関紙等の提供 

（４）税の啓発及び租税教育事業等を行うための各種イベントの実施及びその案内

等の提供 

（５）地域イベントへの協賛事業の実施及びその案内等の提供 

（６）本会会員への福利厚生としての各種事業、保険等各種制度の加入案内等の提

供 

（７）全国各地の法人会との連携強化及び会員支援のための親睦・交流のための各

種イベントの実施及びその案内等の提供 

（８）本会の業務遂行に関する会員等に対するアンケート・調査等の実施 

（９）職員の雇用管理及び人事管理 

（10）その他、本会が実施する事業の案内等の提供や会員の管理・運営 

  

３．管理体制 

（１）すべての個人データは、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、

改ざん及び漏えい等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正措置を

講じます。 

 

（２）個人データをもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と

個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督

します。 
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（３）個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、随

時受付け、適切に対応します。また、個人情報の取扱いに関する苦情を受け付け

る窓口を設け、苦情を受け付けた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。 

 

個人情報問い合わせ・苦情受付窓口 

 

【公益社団法人白河法人会 事務局】 

〒961-0957 福島県白河市道場小路 96－5 

TEL：0248-23-2160  FAX：0248-23-2163 

（受付時間：9時～17時［土・日・祝日・年末年始を除く］） 

 

４．法令遵守のための取組みの維持と継続 

（１）本会は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努め

て参ります。 

（２）本会が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、本会の事

業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、ＩＴ環境の変化等に応じて、継

続的に見直し、改善します。 
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個人情報取扱規程 
 

（目 的） 

第 １ 条 この規程は、公益社団法人白河法人会（以下、「本会」という。）が「個人情

報保護に関する法律」（以下「法」という。）、「個人情報の保護に関する施行令」

（以下「政令」という。）、及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイ

ドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、本会事務局役員及び職

員（以下「役職員」という。）が個人情報及び個人データを安全かつ適切に取

扱うための基本事項を定めたものである。 

 

（定 義） 

第 ２ 条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語

については、次のとおりとし、本条に記載のない用語については特段の定めの

ない限り、法、政令、ガイドラインの定めるところによるものとする。 

（１）個人情報 

  「個人情報」とは生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該

当するものをいう。 

① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは

電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識できない方式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しく

は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて評された一切の事項（個

人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。） 

② 個人識別符号が含まれるもの  

（２）要配慮個人情報 

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、

犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が

生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含

まれる個人情報をいう。 

（３）個人情報データベース等 

｢個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるもの

をいう。 

① 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系

的に構成したもの 

② 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができる

ように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にする

ためのものを有するもの 

（４）個人データ 

｢個人データ｣とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 
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（５）本人 

｢本人｣とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る、生存する

特定の個人をいう。 

（６）役職員等 

｢役職員等｣とは、本会に所属するすべての理事、監事、委員及び職員をいう。 

（７）個人情報管理責任者 

｢個人情報管理責任者｣とは、個人情報保護の運用に関する責任と権限を有する

者をいう。 

 

（適用範囲） 

第 ３ 条 この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退任・退職後においても

在任又は在籍中に取得・アクセスした個人情報については、この規程に従うも

のとする。 

   ２ 前項の役職員等に非該当でも、本会の事業について委嘱又は依頼を受けた者

が、本会の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなけれ

ばならない。 

   ３ 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵

守を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

 

（個人情報管理責任者） 

第 ４ 条 第２条（７）に基づき、本会においては、事務局長【専務理事】を個人情報

管理責任者とする。 

   ２ 個人情報管理責任者は、本会で取り扱う個人データについて、この規程に定

める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護のための細則を必要に応じて

策定しなければならない。 

   ３ 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人デー

タが外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること

等がないように管理する責を負う。 

 

（利用目的） 

第 ５ 条 個人情報を取扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものと

する。 

   ２ 前項の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

   ３ 前項に基づき利用目的を変更した場合は、変更された利用目的につき、本人

に通知し、又は公表しなければならない。 

 

（利用目的による制限） 

第 ６ 条 あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の

達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 
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２ 前項の規定は、法第１６条第３項各号に定める場合については適用しない。 

 

（個人情報の取得） 

第 ７ 条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手

段によって取得してはならない。 

   ２ 法第１７条第２項に定める場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、要配慮個人情報を取得してはならない。 

 

（利用目的の通知） 

第 ８ 条 本会が個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表している

場合を除き、速やかにその利用目的を本人に書面等により通知または公表する

ものとする。 

   ２ 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面（電子的方式、電磁的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以

下この項について同じ。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合に

は、あらかじめ、本人（本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」

という。）に対し、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を明示す

るものとする。 

（１）本会の名称及び連絡先 

（２）個人情報の利用目的 

   ３ 前２項の規定は、利用目的を本人に通知または公表することにより、本人ま

たは第三者の権利利益を害する恐れがある場合、及び、国の機関または地方公

共団体の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合は適用しな

い。 

 

（個人情報の正確性確保） 

第 ９ 条 本会は、利用目的達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新

の内容に保つよう管理運営しなければならない。 

 

（個人情報等の消去・廃棄） 

第１０条 保有する必要がなくなった個人データについては、直ちに消去・破棄しなけ

ればならない。 

   ２ 個人情報管理責任者は、個人データの消去・破棄を行うに当たり、消去・廃

棄の日、消去・廃棄した個人データの内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録

し、これを本会の「事務処理規程」に定める期間、保存しなければならない。 

 

（安全管理） 

第 １１条 個人情報管理責任者は、個人データの安全管理のため、個人データの不正

アクセス、漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。 

   ２ 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人データの安全管理のため、必要か
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つ 適正な、組織的・人的・物理的・技術的な面からの各種措置を定めるもの

とし、当該個人データを取り扱う役職員等に遵守させなければならない。 

   ３ 特段の定めのある場合を除き、本会の「個人番号及び特定個人情報取扱規程」

に定められる安全管理措置（同規程第２章）は、個人データの安全管理措置に

準用するもとのとする（明らかに特定個人情報にのみ適用される措置を除く。）。  

この場合同規程における「特定個人情報」は「個人情報」に「特定個人情報フ

ァイル」は「個人情報データベース等」にそれぞれ読み替えるものとする。 

 

（役職員等の監督） 

第１２条 個人情報管理責任者は、個人データの安全管理が図られるよう、個人データ

を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければな

らない。 

 

（個人情報の提供） 

第１３条 法令で定める場合を除き、個人データは第三者に提供してはならない。 

   ２ 前項の定めにかかわらず、本会の業務を遂行するために当該業務等の一部又

は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務

委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人データを

当該業務委託先に対して提供できるものとする。 

（１）社会通念上相当な事業活動を営む者であること 

（２）個人情報の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつ、その適 

     正な運用及び実施がなされている者であること 

（３）本会との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを書面で締結し、 

     これを遵守することが見込まれる者であること 

   ３ 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得な 

    ければならない。 

４ 本条第２項の定めに従い、個人データを取り扱う業務を第三者に委託した場 

合には、本会が当該業務委託先に課した個人データの適切な管理義務が、確実 

に遵守されるよう適時、監督・確認・指導するものとする。 

 

（第三者提供を受ける際の確認及び記録） 

第１４条 本会は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委

員会規則の定めに従い次の事項の確認を行う 

（１）当該第三者の氏名又は名称、住所 

（２）当該第三者が法人等の場合は代表者・管理者名 

（３）当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

   ２ 本会は、前項の確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則の定めに従い、

当該個人データの提供を受けた年月日・当該確認に係る事項その他の事項につ

き記録を作成しなければならない。 
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（通報及び調査義務等） 

第１５条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそ

れがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければな

らない。 

   ２ 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等から通報

を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。 

 

（報告及び対策） 

第１６条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外

部に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関

係機関に報告しなければならない。 

（１） 漏洩した情報の範囲 

（２） 漏洩先 

（３） 漏洩した日時 

（４） その他調査で判明した事実 

   ２ 個人情報管理責任者は、関係機関とも相談の上、当該漏洩についての具体的

対応及び対策を講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。 

 

（開示） 

第１７条 本人から本会に対し、当該本人が識別される保有個人データについて開示を

請求された場合は、本人に対し、遅滞なく政令で定められる方法により当該保

有個人データを開示しなければならない。ただし、法第２８条第２項各号のい

ずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。 

２ 前項の請求に係る保有個人データの全部又は一部について、開示しない旨の

決定をしたとき、又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

 

（訂正等） 

第１８条 本人から本会に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実で

ないとして、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下この条に

おいて「訂正等」という。）を請求された場合は、その内容の訂正等に関して

他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、遅滞なく必要

な調査確認等を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等

を行わなければならない。  

２ 前項の規定により保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正 

等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、 

遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知しなけ 

ればならない。 
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（利用停止等） 

第１９条 本人から本会に対し、当該本人が識別される保有個人データが、利用目的の

制限、取得の制限、または第三者提供の制限に違反しているという理由によっ

て、その利用の停止、消去または第三者への提供の停止（以下この条において

「利用停止等」という。）を請求された場合は、遅滞なく必要な調査確認等を

行い、その結果に基づき、当該保有個人データの利用停止等を行わなければな

らない。 

     ただし、利用停止等を行うことが困難な場合で、これに代わるべき措置をと

るときはこの限りでない。 

２ 前項の規定により保有個人データの内容の全部若しくは一部について利用 

停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人 

に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

 

（苦情の処理） 

第２０条 事務取扱責任者は、個人情報等の取扱い並びに個人情報等の管理体制に関し

て、本人からの苦情及び相談を受け付けて対応する窓口を常設し、当該窓口の

連絡先を本人に通知する。 

 

（改 廃） 

第２１条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附    則 

この規程は、平成２９年６月１５日より施行する。 

 

 


